
告 示

�愛媛県告示第３４４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３４５号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

� 市 敏 昭 愛媛県伊予郡松前町
愛媛県伊予郡松前町
大字大溝字橘６０９番
１ほか１筆

２，６９４

大 西 秀 雄 愛媛県松山市 愛媛県松山市津吉町
１２７３番ほか１筆 １，７１５

山 崎 勝 幸 愛媛県松山市 愛媛県松山市庄甲７３
４番ほか２筆 ９００

田 房 勝 仁 愛媛県松山市 愛媛県松山市庄甲７３
０番ほか２筆 １，２７９

青 井 秀 典 愛媛県松山市 愛媛県松山市門田町
３８４番ほか１５筆 ２７，４６８

２ 申請年月日

平成３１年４月８日

�������
�愛媛県告示第３４６号
平成３１年３月１２日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

桑 原 勝 愛媛県東温市 愛媛県東温市南方字
道向１２９３番２ １，６８０

渡 部 東 吾 愛媛県東温市 愛媛県東温市南方字
広町２３７０番２ １，２５０

大 西 幸 藏 愛媛県東温市
愛媛県東温市南方字
竹鼻１４３８番１ほか３
筆

７，３４６

株式会社
瀬戸内ゆうき農
場

愛媛県松山市 愛媛県松山市谷町甲
７７７番１ほか２筆 ２，９０５

株式会社
Ｃｎｏファーム 愛媛県伊予郡松前町

愛媛県伊予郡松前町
大字昌農内字別当１４
４番１ほか４筆

５，６３９

農事組合法人
加茂ファーム 愛媛県西予市 愛媛県西予市宇和町

加茂４２番１ほか１５筆 １０，９５５

株式会社
あう農園

愛媛県北宇和郡鬼北
町

愛媛県北宇和郡鬼北
町大字国遠１４５番１
ほか５筆

９，６７０

田 中 啓 介 愛媛県喜多郡内子町
愛媛県八幡浜市川上
町川名津甲１４番１ほ
か２筆

２，７４３

宮 本 純 子 愛媛県西条市
愛媛県西条市古川字
古新開乙４４番１ほか
３筆

３，９９３

発 行 愛 媛 県
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２ 認可年月日

平成３１年４月１０日

�������
�愛媛県告示第３４７号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成３１年１月愛媛県

告示第１９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を西予市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３４８号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成３１年２月農林水産省告

示第３０３号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市宇和町明間１番耕地３３
２番地
岡 田 兵太郎

森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

東京都品川区平塚２丁目４番
８号
本 多 マ チ

森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市宇和町明間５６０１番地

兵 頭 喜 則
森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市宇和町明間４番耕地２４
２番地
兵 頭 浅 吉

抵当権者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市宇和町明間４番耕地３３
０番地
兵 頭 平 市

抵当権者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市宇和町明間６番戸

薬師寺 彦 六
抵当権者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１２６５番地
井 上 忍

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１６１４番地
上 田 石 男

抵当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川下
１３５５番地
上 田 登

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市大宮町三丁目３の５

大 石 敦 子
地上権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川下
１３２番地
大 森 隆 義

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
２０７２番地 影山友治 抵当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川１１
３番戸
川 添 伊勢松

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
５０番地１
川 添 勝 義

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
４３番地
川 添 岩 治

森林所有者・抵
当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
２２００番地
川 添 サ キ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
２３番地
川 添 留治郎

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
２９番地
川 添 福 松

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
３９番地
川 添 紋 治

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

東京都板橋区大谷口北町５０番
３－６０１号
川 添 泰 史

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

東京都板橋区太谷口北町５０番
３－６０１号
川 添 泰 文

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
２９番地
川 添 安 光

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１５０５番地
川 平 重 男

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１４８２番地
川 平 實

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
２２００番地
栗 野 隆 雄

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１５０７番地
芝 龍 馬

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

大洲市西大洲甲１３０６番地１

鈴 木 幸 恵
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１４９３番地
谷 廣

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
１１２番地２
谷 正 俊

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
１１２番地
寺 部 良 亮

森林所有者・抵
当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１５６０番地
土 釜 庫 治

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１４７２番地１
中 井 梅太郎

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市大浦甲２１５番地３

長 瀧 哲 夫
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市柳井町三丁目１番地５

藤 田 賢 次
森林所有者

愛 媛 県 報平成３１年４月１９日 第３０７０号
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２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在

する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３４９号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成３１年２月農林水産省告

示第３０３号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

北宇和郡鬼北町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在

する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５０号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成３１年２月農林水産省告

示第３０６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を西予市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

西予市（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
３４９番地
藤 田 義 文

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１５３４番地
三 好 重 平

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１５２１番地
三 好 兵 馬

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市寄松甲３１３番地１

山 � 繁 昌
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川中
４８番地
渡 辺 文 恵

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市桝形町一丁目４番１
号
渡 辺 貢

森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川１５
番戸
大 森 兼太郎

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字上鍵山１
番戸
奥 島 純 吉

抵当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字上大野２３
番戸
葛 本 熊太郎

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字小倉２７番
戸
佐 竹 敏 雄

抵当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１５０番地
芝 虎馬太

抵当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字上鍵山１０
８２番地
芝 智恵子

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字上大野甲
２９２番地
三 好 章

森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市城川町窪野１３番耕地２０
９番地
浦 田 洋 子

森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市野村町予子林９番耕地
１６２番地
大和田 ス エ

森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市野村町予子林７２５０番地

大和田 博
森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市城川町窪野１３番耕地３４
９番地
� 橋 大三郎

森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市城川町窪野４３７４番地

高 橋 フジ子
森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市城川町窪野４３７５番地

竹 内 壽摩子
森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市宇和町明間１番耕地９３
０番地２
佐 藤 留 吉

森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る。）

西予市城川町窪野８７番戸

松 田 辰 治
抵当権者
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� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５１号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成３１年２月農林水産省告

示第３６０号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を松野町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松野町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５２号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成３１年２月農林水産省告

示第３６０号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を松野町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川７４
番戸
伊勢屋 五三郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉野生村大字奥野川
８９番戸
一 野 長太郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川７６
番戸
入 船 嘉代吉

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川７８
番戸
上 岡 兵 吉

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川６９
番戸
氏 本 権太郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川８１
番戸
岡 本 吉三郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川７１
番戸
菅 要之進

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉野生村大字奥野川
甲１６６８番地
吉 良 長太郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市宮西一丁目５番３８号

�保田 正 一
森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉野生村大字奥野川
５８番戸
栗 木 五三郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川６５
番戸
猿 屋 善 吾

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川６４
番戸
猿 屋 安 治

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川７９
番戸
関 盛太郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川８０
番戸
瀧 本 力 次

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川７５
番戸
竹 本 兼 次

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡成妙村大字大藤甲６９
５番地
太 宰 廣 一

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川８２
番戸
谷 利 吉

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

東京都葛飾区下小松町１３７９番
地
辻 信 明

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川６３
番戸
中 見 佐 市

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉野生村大字奥野川
甲１０６１番地
西 村 正 象

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川５９
番戸
西 村 政 治

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉野生村大字奥野川
甲１０６０番地１
西 村 銀一郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川６８
番戸
檜 藤 吾

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川７０
番戸
藤 岡 喜十郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。） 藤 本 寸計治 森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。） 藤 本 角 治 森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川６７
番戸
松 岡 亀太郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川８３
番戸
宮 � 新 三

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉野生村大字奥野川
甲９７３番地
宮 崎 八十松

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地１１２０番地
毛 利 利 昭

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川７３
番戸
矢 野 宇 八

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川イ
７８番戸
矢 野 留 次

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川６２
番戸
山 � 喜三郎

森林所有者
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２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

北宇和郡松野町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松野町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５３号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成３１年２月農林水産省告

示第３６０号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を松野町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉野生村大字芳野丙
８３８番地
赤 松 金次郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地３０１番地２
伊 藤 房 吉

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地１９６番地１
大 徳 重 雄

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地１９６番地１
大 � 義 美

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字松丸２４４
番地
大 村 喜三郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２８８番地
岡 村 鹿一郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市栄町港一丁目４番１１
号
岡 本 傳 男

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡４５４５
番地
亀 井 邦 彦

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地７６番地２
亀 川 春次郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地８２２番地
河内神社

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡７１番
戸
佐々木 志免吉

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地７３番地
清 家 �治郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字吉野丙７２
７番地
竹 内 馬 一

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市北持田町２７番地３

谷 崎 儀一郎
森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地４１６番地
中 野 武 八

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉野生村大字吉野丙
１００番地
平 岡 友 市

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉田町大字魚棚１１６
番地３
冨士川 トシ子

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２７８番地
藤 藪 松次郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地３９番地２
福 溜 � 間

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地３１１番地
古 川 セ ン

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

東京都杉並区高井戸西二丁目
１０番９－４０７号
古 川 満 代

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地１６２番地１
堀 口 定 市

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡明治村大字豊岡２番
耕地１６２番地１
堀 口 菊 治

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２０６番地
松 田 喜平治

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

横浜市中区仲尾台３０番地５０ガ
ーデンヒルズ山手２０６号室
松 本 泉

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉野生村大字吉野３２
番戸
松 森 興太郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地３０１番地１
毛 利 彦四郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地３０１番地１
毛 利 彦志郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地１８６番地
毛 利 宗 治

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２１６番地５
毛 利 ムメノ

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地１８８番地
山 木 音 吉

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡１４２
番戸
山 木 周 市

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地４０９番地
山 木 忠 吉

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡１３１
番戸
山 � 槇治郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡明治村大字豊岡２番
耕地２９８番地
山 崎 槇治郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２９８番地
山 崎 槙治郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡２番
耕地２９８番地
山 崎 正 明

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡１３９
番戸
山 下 友 市

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡明治村大字豊岡２番
耕地８４番地
山 下 徳三郎

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町豊岡１番耕地
３７８番地６
山 田 貞 義

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市夏目町二丁目４番２０
号ハイツソレイユ２０３号
渡 邊 斉

森林所有者

愛 媛 県 報平成３１年４月１９日 第３０７０号
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２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松野町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５４号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成３１年２月農林水産省告

示第４１２号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ
の要旨を告示する。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５５号
保安林の指定施業要件の変更（平成３０年１１月愛媛県告示第１０８７号）

に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を西条

市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示す

る。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在

する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡吉野生村大字蕨生

川 原 梅 吉
森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字近永１１９４
番地
清 原 信 幸

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡１番
耕地２６９番地
城 口 弘

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡明治村大字豊岡１番
耕地２４６番地
関 本 音 治

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市伊吹町４９７番地

関 本 五 郎
森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松丸町大字豊岡１番
耕地２３０番地
関 本 茂

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡１番
耕地１４２番地
関 本 忠 吾

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡１番
耕地２０４番地３
関 本 春 男

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡３２０
番地
関 本 福 治

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松丸町大字豊岡１番
耕地４７５番地
高 石 国 江

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡旭村大字芝３９番戸

田 中 シ ズ
森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡１番
耕地２７５番地
谷 口 等

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字奥野川甲
１５０７番地
藤 本 松 男

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡明治村大字豊岡１番
耕地９９番地
松 岡 半 平

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡１番
耕地９９番地
松 岡 政 子

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡明治村大字豊岡４９番
戸
山 田 鶴 吉

森林所有者

北宇和郡松野町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字豊岡１番
耕地３５１番地１
山 田 守

森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

兵庫県西宮市甲子園九番町１５
番１－１１２号
大 野 康 富

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市壱番町一丁目９番地１３

高 岡 スマ子
森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

西条市下島山甲２２０番地４８

伊 藤 重 藏
森林所有者

愛 媛 県 報平成３１年４月１９日 第３０７０号
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�愛媛県告示第３５６号
保安林の指定施業要件の変更（平成３１年３月愛媛県告示第１５６号）

に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を西条

市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示す

る。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５７号
保安林の指定施業要件の変更（平成３１年３月愛媛県告示第１５７号）

に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を西条

市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示す

る。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在

する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、四国技術事務所長から次のとおり公共

測量が終了した旨の通知があった。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（道路基盤地図データ作成）

２ 作業期間 平成３０年１１月２１日から

平成３１年２月２８日まで

３ 作業地域 愛媛県の一部

�������
�愛媛県告示第３５９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量、水準測量、地形測量、応

用測量）

２ 作業期間 平成３１年４月１０日から

８月３０日まで

３ 作業地域 四国中央市川之江町金生町山田井、金生町下分、

上分町地内

�������
�愛媛県告示第３６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西予都市計画用途地域の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３６１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成３１年４月１９日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

１ 指定道路の種類

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

西条市小松町大郷甲２８３の３

黒 川 修
森林所有者

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

西条市小松町新屋敷甲３０８の
３
� 永 スズ子

森林所有者

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

西条市小松町大頭甲６５

妙口生産森林組合
森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

西条市丹原町北田野２２０

真 田 敏 雄
森林所有者

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

西条市丹原町北田野２００

藤 田 森太郎
森林所有者

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市高岡町６９８の４２

山 内 彩 実
森林所有者

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市高岡町６９８の４２

山 内 将 揮
森林所有者
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建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成３１年４月１０日

３ 指定道路の位置

四国中央市中曽根町字野々首８４１番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２０．６４メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第３６２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県四国中央保健所

及び四国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

平成３１年４月１９日

愛媛県四国中央保健所長 早 田 亮

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大王製紙株式会社

四国中央市三島紙屋町２番６０号

代表取締役社長 佐光 正義

２ 事業場の名称及び所在地

大王製紙株式会社川之江工場

四国中央市妻鳥町２０１番地

３ 特定施設に関する事項

� 特定事業所から排出される水の処理施設

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�������
�愛媛県告示第３６３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県四国中央保健所

及び四国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

平成３１年４月１９日

愛媛県四国中央保健所長 早 田 亮

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大王製紙株式会社

四国中央市三島紙屋町２番６０号

代表取締役社長 佐光 正義

２ 事業場の名称及び所在地

大王製紙株式会社三島工場

四国中央市三島紙屋町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� 新ＷＰ１系エキスト（新設）

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３５，０００

最大 ３７，３３０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ５．８～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４６．８

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５

最大 ７５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３５，０００

最大 ３７，３３０

備考 この他に、雨水排水口が１０箇所ある。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第７４号特定事業場から排出される水の
処理施設

特 定 施 設 の 能 力 加圧浮上：３９，０００立方メートル／日
砂 ろ 過：３９，０００立方メートル／日

設 置 年 月 日 昭和４６年３月３１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ５．８～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４６．８

最大 ８０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５

最大 ７５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２３号へ パルプ洗浄
施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４００トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

愛 媛 県 報平成３１年４月１９日 第３０７０号
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� 新ＷＰ２系エキスト（新設）

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�������
�愛媛県告示第３６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市谷町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成３１年４月１９日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第３６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市居相土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成３１年４月１９日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 －

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 －

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５６０

最大 ８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２．０

最大 １６．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，５００

最大 １，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２．０

最大 １６．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，５００

最大 １，５００

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２３号へ パルプ洗浄
施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４００トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 －

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 －

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５６０

最大 ８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ４００

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５

最大 ５．８～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０．５

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．５

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８１，４５０

最大 ２８１，４５０

備考 この他に、生活排水口が３箇所、雨水排水口が１４５箇所ある。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 洲之内 貞 治 松山市居相一丁目３－１０

〃 堀 川 博 松山市居相四丁目１９－３０

〃 玉乃井 實 松山市居相一丁目３－８

〃 今 村 孝 松山市居相五丁目２－４

〃 川 添 真 一 松山市居相六丁目３－３２
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退 任

�������
�愛媛県告示第３６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市馬木町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成３１年４月１９日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市伊台土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成３１年４月１９日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市和泉土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成３１年４月１９日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

監 事 永 木 圭 三 松山市居相一丁目１０－５

〃 今 村 伸 弥 松山市居相二丁目１－２５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 洲之内 貞 治 松山市居相一丁目３－１０

〃 有 光 逸 武 松山市居相五丁目７－７

〃 今 村 敬 三 松山市居相四丁目２１－１２

〃 今 村 省 三 松山市居相三丁目８－１

〃 今 村 孝 松山市居相五丁目２－４

監 事 堀 川 満 幸 松山市居相五丁目５－１５

〃 永 木 圭 三 松山市居相一丁目１０－５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 英 俊 松山市馬木町１６２

〃 矢 野 健 次 松山市馬木町３１０

〃 大 西 秀 輝 松山市馬木町２４９０

〃 矢 野 住 雄 松山市馬木町２０５－４

〃 矢 野 洋 介 松山市馬木町５９－１

〃 � 山 幸 廣 松山市馬木町５０－１

監 事 矢 野 之 祥 松山市馬木町１０３

〃 須 賀 達 志 松山市馬木町１０６－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 須 賀 達 志 松山市馬木町１０６－１

〃 矢 野 健 次 松山市馬木町３１０

〃 大 内 博 � 松山市馬木町１９８－１

〃 � 山 幸 廣 松山市馬木町５０－１

〃 矢 野 英 俊 松山市馬木町１６２

〃 矢 野 洋 介 松山市馬木町５９－１

監 事 野 本 泰 夫 松山市馬木町１３１

〃 矢 野 之 祥 松山市馬木町１０３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 浦 景 一 松山市上伊台町９１２－４

〃 中 野 博 松山市上伊台町１４５

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３－２

〃 吉 田 正 志 松山市下伊台町２９９－２

〃 築 山 佳 夫 松山市下伊台町５７０－１

〃 松 本 茂 幸 松山市下伊台町８２２

〃 池 内 勝 松山市下伊台町９６７

〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８－６

〃 高 橋 誠 治 松山市下伊台町１０５０

〃 中 野 耕 治 松山市上伊台町１４２

〃 木 戸 重 博 松山市上伊台町１８５－２

〃 松 田 文 和 松山市上伊台町６８３

〃 大 崎 啓 三 松山市上伊台町８９５

監 事 川 端 悦 延 松山市下伊台町２０３

〃 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６－１

〃 三 好 光 松山市食場町１３６－１ 湯山コーポラ
ス１０２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 浦 景 一 松山市上伊台町９１２－４

〃 中 野 博 松山市上伊台町１４５

〃 山 内 亨 松山市下伊台町５８５－３

〃 三 好 清 敏 松山市下伊台町４５１

〃 松 本 茂 幸 松山市下伊台町８２２

〃 池 内 勝 松山市下伊台町９６７

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３－２

〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８－６

〃 高 橋 誠 治 松山市下伊台町１０５０

〃 中 野 耕 治 松山市上伊台町１４２

〃 松 田 文 和 松山市上伊台町６８３

〃 大 崎 啓 三 松山市上伊台町８９５

〃 木 戸 重 博 松山市上伊台町１８５－２

監 事 岡 宮 寿 松山市上伊台町８７４－１

〃 寺 本 勝 志 松山市下伊台町８０８

〃 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 内 孝 朗 松山市和泉南四丁目２－２４

〃 堀 内 洋 助 松山市和泉北三丁目１４－２４

〃 堀 内 悦 夫 松山市和泉北三丁目２０－２５

〃 大 野 陽 一 松山市和泉北三丁目３－１３

愛 媛 県 報平成３１年４月１９日 第３０７０号
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退 任

�������
�愛媛県告示第３６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市伊台土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の届

出があった。

平成３１年４月１９日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第３７０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３１年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 大 野 幸 良 松山市和泉北三丁目６－１２

〃 山 田 憲 二 松山市和泉南五丁目３－２２

〃 濱 田 頼 男 松山市和泉南五丁目６－８

監 事 飯 泉 善 明 松山市和泉北三丁目１３－３２

〃 大 野 耕 三 松山市和泉北三丁目３－１２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 内 健 志 松山市和泉北三丁目５－１０

〃 堀 内 孝 朗 松山市和泉南四丁目２－２４

〃 堀 内 謙 一 松山市和泉北三丁目８－５

〃 堀 内 悦 夫 松山市和泉北三丁目２０－２５

〃 大 野 陽 一 松山市和泉北三丁目３－１３

〃 大 野 幸 良 松山市和泉北三丁目６－１２

〃 堀 内 洋 助 松山市和泉北三丁目１４－２４

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

監 事 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６ 松山市下伊台町１７７６－
１

監 事 大 野 耕 三 松山市和泉北三丁目３－１２

〃 飯 泉 善 明 松山市和泉北三丁目１３－３２

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２８）第０１６８９８号 平成２８年
８月１日 上本電設 上本 健児 北宇和郡鬼北町大字中野

川９４４
平成３１年
３月１日 電気通信工事業 建設業の廃止

（般－２８）第０１５９３５号 平成２８年
５月１０日 河内設備商会 河内 関子 大洲市長浜町下須戒甲６８

２
平成３１年
３月７日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、管工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（事業継承）

（般－２６）第０１６５７６号 平成２６年
１０月２９日 稲葉建設工業� 稲葉 規 大洲市新谷乙８６４－１ 平成３１年

３月１８日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業
解体工事業

建設業の廃止

（般－２７）第０１７２６６号 平成２７年
８月１７日 �ＩＮＡＢＡ 稲葉 規 大洲市新谷乙８６４－１ 平成３１年

３月１８日

土木工事業、建築工事業
大工工事業、石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
内装仕上工事業
水道施設工事業
解体工事業

建設業の廃止

（般－２８）第０１３６６８号 平成２８年
１２月２０日 ミハタ電気 三原 純一 八幡浜市１４７－２ 平成３１年

３月２９日
電気工事業
消防施設工事業 建設業の廃止

平成３１年４月１９日 発行

愛 媛 県 報平成３１年４月１９日 第３０７０号

３３７


